
【様式第1号】

自治体名：彦根市

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 244,212,058,651   固定負債 134,836,903,352

    有形固定資産 230,224,752,592     地方債等 95,292,627,677

      事業用資産 95,673,037,776     長期未払金 -

        土地 43,221,990,424     退職手当引当金 7,611,821,634

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 31,932,454,041

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 9,781,977,271

        建物 99,468,677,082     １年内償還予定地方債等 5,159,989,887

        建物減価償却累計額 -54,742,406,632     未払金 2,012,810,755

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 6,332,488,275     前受金 67,478,013

        工作物減価償却累計額 -5,165,718,525     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 988,893,986

        船舶 -     預り金 1,252,276,827

        船舶減価償却累計額 -     その他 300,527,803

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 144,618,880,623

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 248,088,705,411

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -127,271,869,134

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 6,558,007,152

      インフラ資産 127,646,861,815

        土地 26,957,204,181

        土地減損損失累計額 -

        建物 9,592,182,221

        建物減価償却累計額 -7,262,785,046

        建物減損損失累計額 -

        工作物 142,079,442,484

        工作物減価償却累計額 -44,520,937,089

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 801,755,064

      物品 19,336,573,255

      物品減価償却累計額 -12,431,720,254

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,981,168,474

      ソフトウェア 93,061,650

      その他 6,888,106,824

    投資その他の資産 7,006,137,585

      投資及び出資金 395,298,900

        有価証券 258,500,000

        出資金 136,798,900

        その他 -

      長期延滞債権 511,786,133

      長期貸付金 176,106,619

      基金 6,128,224,475

        減債基金 487,968,306

        その他 5,640,256,169

      その他 27,869,963

      徴収不能引当金 -233,148,505

  流動資産 21,223,658,249

    現金預金 13,762,764,255

    未収金 3,295,876,917

    短期貸付金 -

    基金 3,876,646,760

      財政調整基金 3,876,646,760

      減債基金 -

    棚卸資産 185,619,764

    その他 147,765,130

    徴収不能引当金 -45,014,577

  繰延資産 - 純資産合計 120,816,836,277

資産合計 265,435,716,900 負債及び純資産合計 265,435,716,900

連結貸借対照表
（令和5年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：彦根市

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 166,272,434

    その他 40,594,710

純行政コスト 58,469,779,599

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 44,637,944

  臨時利益 206,867,144

  臨時損失 44,637,944

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 16,602,177,491

    その他 2,450,985,768

純経常行政コスト 58,632,008,799

      社会保障給付 7,901,137,556

      その他 13,216,674

  経常収益 19,053,163,259

        その他 1,874,132,249

    移転費用 33,440,182,821

      補助金等 25,525,828,591

      その他の業務費用 2,725,961,023

        支払利息 843,296,377

        徴収不能引当金繰入額 8,532,397

        維持補修費 1,151,257,089

        減価償却費 7,152,664,090

        その他 94,995,862

        その他 1,741,240,577

      物件費等 25,983,762,576

        物件費 17,584,845,535

        職員給与費 12,474,317,489

        賞与等引当金繰入額 908,550,818

        退職手当引当金繰入額 411,156,754

  経常費用 77,685,172,058

    業務費用 44,244,989,237

      人件費 15,535,265,638

連結行政コスト計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：彦根市

会計：全体会計 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 116,651,347,607 244,711,666,665 -128,060,319,058 -

  純行政コスト（△） -58,469,779,599 -58,469,779,599 -

  財源 61,939,342,722 61,939,342,722 -

    税収等 38,568,180,692 38,568,180,692 -

    国県等補助金 23,371,162,030 23,371,162,030 -

  本年度差額 3,469,563,123 3,469,563,123 -

  固定資産等の変動（内部変動） 20,030,616,700 -20,030,616,700

    有形固定資産等の増加 10,023,265,224 -10,023,265,224

    有形固定資産等の減少 -7,222,176,340 7,222,176,340

    貸付金・基金等の増加 18,570,116,482 -18,570,116,482

    貸付金・基金等の減少 -1,340,588,666 1,340,588,666

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -60,400,100 -60,400,100

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 756,325,647 -16,593,177,854 17,349,503,501

  本年度純資産変動額 4,165,488,670 3,377,038,746 788,449,924 -

本年度末純資産残高 120,816,836,277 248,088,705,411 -127,271,869,134 -

連結純資産変動計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：彦根市

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,071,094,925

本年度歳計外現金増減額 17,682,885

本年度末歳計外現金残高 1,088,777,810

本年度末現金預金残高 13,762,764,255

財務活動収支 -531,040,200

本年度資金収支額 1,818,404,605

前年度末資金残高 10,855,581,840

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 12,673,986,445

    地方債等償還支出 9,143,718,649

    その他の支出 700,358,551

  財務活動収入 9,313,037,000

    地方債等発行収入 9,313,037,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 211,315,328

    その他の収入 271,699,648

投資活動収支 -7,453,593,692

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,844,077,200

    その他の支出 147,000

  投資活動収入 3,317,961,415

    国県等補助金収入 1,485,412,000

    基金取崩収入 1,340,462,058

    貸付金元金回収収入 9,072,381

  投資活動支出 10,771,555,107

    公共施設等整備費支出 8,801,879,988

    基金積立金支出 1,956,867,119

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 12,661,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 44,637,944

  臨時収入 40,594,710

業務活動収支 9,803,038,497

【投資活動収支】

    税収等収入 38,403,370,935

    国県等補助金収入 22,333,763,030

    使用料及び手数料収入 16,924,028,372

    その他の収入 2,237,350,203

  臨時支出 44,637,944

    移転費用支出 33,440,182,821

      補助金等支出 25,525,828,591

      社会保障給付支出 7,901,137,556

      その他の支出 13,216,674

  業務収入 79,898,512,540

    業務費用支出 36,651,247,988

      人件費支出 15,419,158,815

      物件費等支出 18,562,103,957

      支払利息支出 830,719,855

      その他の支出 1,839,265,361

連結資金収支計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 70,091,430,809



注記　全体財務書類

１．重要な会計方針
(1)　有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法
　① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　ア 昭和59年度以前に取得したもの････････････再調達原価
　　　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
　　イ 昭和60年度以後に取得したもの
　　　取得原価が判明しているもの･･･････････････取得原価
　　　取得原価が不明なもの･････････････････････再調達原価
　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
　② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　取得原価が判明しているもの･････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･･････････････････････再調達原価
　なお、地方公営企業法が適用される会計については、地方公営企業会計基準によります。

(2)　有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
　① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法）
　② 満期保有目的以外の有価証券
　　ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　（売却原価は移動平均法により算定）
　　イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法））
　③ 出資金
　　ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　（売却原価は移動平均法により算定）
　　イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

(3)　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　個別法による低価法

(4)　有形固定資産等の減価償却の方法
　① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　　建物 １０年～５０年
　　　工作物 ７年～６０年
　　　物品 ３年～２０年
　② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法）
　③ リース資産
　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
　なお、地方公営企業法が適用される会計については、地方公営企業会計基準によります。

(5)　引当金の計上基準及び算定方法
　① 投資損失引当金

　市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、
実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。

　② 徴収不能引当金
　未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討
し）、徴収不能見込額を計上しています。
　長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性
を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
　長期貸付金については、個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上していま
す。
　ただし、一部の対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度
額によっています。

　③ 退職手当引当金
　　　期末自己都合要支給額を計上しています。
　④ 損失補償等引当金

　履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に
関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。



　⑤ 賞与等引当金
　翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見
込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6)　リース取引の処理方法
　① ファイナンス・リース取引
　　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
　② 所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引
　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
　なお、地方公営企業法が適用される会計については、地方公営企業会計基準によります。

(7)　全体資金収支計算書における資金の範囲
　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値
変動が僅少なもので、６ヶ月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。ただ
し、一般会計等においては、当市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規
定した預金等をいいます。）
　なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払
いを含んでいます。

(8)　採用した消費税等の会計処理
　公営企業事業会計は税抜方式、その他の会計は税込方式による会計処理を行っていま
す。

(9)　その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　① 物品及びソフトウェアの計上基準

　物品については、取得価額又は見積価格が100万円（美術品は300万円）以上の場合に資
産として計上しています。
　ソフトウェアについては、取得価額又は見積価格が100万円以上の場合に資産として計上
しています。

　② 資本的支出と修繕費の区分基準

　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資
産の取得価額等のおおむね10％未満相当額以下であるときに物件費又は修繕維持費として
処理しています。

２．重要な会計方針の変更等
(1)　会計方針の変更
　　重要な会計方針の変更はありません。

(2)　表示方法の変更
　　重要な表示方法の変更はありません。

(3)　資金収支計算書における資金の範囲を変更
　　重要な資金の範囲の変更はありません。

３．重要な後発事象
(1)　主要な業務の改廃
　　主要な業務の改廃はありません。

(2)　組織・機構の大幅な変更
　　組織・機構の大幅な変更はありません。

(3)　地方財政制度の大幅な改正
　　地方財政制度の大幅な改正はありません。

(4)　重大な災害等の発生
　　重要な災害等の発生はありません。

(5)　その他重要な後発事象
　　その他重要な後発事象はありません。

４．偶発債務
(1)　保証債務及び損失補償債務負担の状況



　　　重要な保証債務及び損失補償債務負担はありません。

(2)　係争中の訴訟等
　　　重要な係争中の訴訟はありません。

(3)　その他主要な偶発債務
　　　その他主要な偶発債務はありません。

５．追加情報
(1)　対象団体（会計）の一覧、連結の方法及び対象と判断した理由
　① 全部財務書類の対象範囲は次のとおりです。

特別会計　　　国民健康保険事業特別会計
　　　　　　　農業集落排水事業特別会計
　　　　　　　介護保険事業特別会計
　　　　　　　後期高齢者医療事業特別会計
公営企業会計　水道事業会計
　　　　　　　下水道事業会計
　　　　　　　病院事業会計

　②　特別会計、地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

(2)　出納整理期間
　地方自治法第235条の5に基づき、出納整理期間を設けられている会計においては、出納
整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい
ます。
　なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会
計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了し
たものとして調整しています。

(3)　表示単位未満の取扱い
千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

(4)　売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。
　　ア 範囲
　　　売却予定とされている公共資産
　　イ 内訳
　　　令和５年度以降において、売却予定とされている重要な公共資産はありません。


